
別府・湯布院大温泉郷 ロゴマーク募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

別府市と由布市は、令和７年１２月２３日に「世界一の保養・大温泉郷協定」を締結しまし

た。本締結を機に今後、国内外への誘客プロモーションやSNS・広告等での情報発信、ブ

ランド構築を主とした観光戦略プロモーション事業を実施します。 

ついては、本取組を国内外に広くプロモーションし、機運醸成を図ることを目的とし、 

“別府・湯布院大温泉郷”のブランド構築にふさわしいロゴマークを募集します。 

※協定趣旨添付 

 

２ 募集内容 

「別府・湯布院大温泉郷」ロゴマーク 

 

３ 使用目的 

「別府・湯布院大温泉郷」に係る全ての広報媒体に使用され、ブランドイメージ構築のた

めの告知や広報に活用されます。 

 

４ 応募資格 

別府市・由布市内にお住まいまたは通勤・通学している方、両市出身の方、両市にゆかり

のある方。 

※年齢、住所、プロ・アマは問いません。 

※「両市にゆかりのある」・・・両市内在住、通勤・通学、出身以外に、両市でのエピソードや

思いを応募用紙にご記入いただける方も対象です。 

 

５ 募集期間 

令和８年（202６年）４月２２日（水）から令和８年（202６年）５月２２日（金）まで。 

 

６ 応募方法 

応募フォームにより応募してください。その際、ロゴマークは作品画像をデータ化して応

募してください。詳しくは【応募上の注意事項】と本募集要項「７応募要件」を必ず確認くだ

さい。 

 



【募集要項】 

以下よりダウンロードしてください。 

（別府市ホームページ） 

https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/kankou/kyoutei5.html 

（由布市ホームページ） 

 https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_83435 

※別府市・由布市役所でも配布しています。 

 

≪配布場所≫ 

 別府市役所  総合案内および各出張所 

 由布市役所  本庁舎および各地域振興課 

 

【応募フォーム】 

以下より応募が可能です。 

「別府・湯布院大温泉郷 ロゴマーク募集」 

https://logoform.jp/form/cUDX/1528792 

 

【応募上の注意事項】 

・郵送、FAXでの応募は受け付けません。 

・応募にかかる一切の費用（デザイン費等）は、応募者自身で負担してください。 

・送信中の事故や障害等により、応募作品が届かない場合やデータが破損する等のいかな

る問題が発生した場合においても、協議会では一切の責任を負いません。 

・応募作品の受領に関するお問い合わせには対応できかねますので、あらかじめご了承 

ください。 

 

７ 応募要件 

以下を必ずご確認のうえ、応募してください。 

(1) 本募集要項「１趣旨・目的」を踏まえた、“別府・湯布院大温泉郷”を広く効果的にプロ

モーションできるロゴマークとしてください。  

（２） ロゴマークに文字がある場合は、日本語・英語の2種類を製作してください。 

   ※併記している場合は、１種類で結構です 

(３) ロゴマークについては１人３点まで応募できます。１人３点を超える応募があった場

【由布市 HP】 

【応募フォーム】 

【別府市 HP】 

https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/kankou/kyoutei5.html
https://www.city.yufu.oita.jp/newly/article_83435


合は受付順で４点目以降の作品は応募無効となりますので、あらかじめご了承ください。 

（４） 応募作品は、応募者ご本人が“別府・湯布院大温泉郷”のために創作した未発表のも

のに限ります。 

（５） 最優秀賞受賞作品の著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含みます）、 

商標権（商標出願をする権利を含みます）、その他の知的財産権及びそれらの出願をする

権利、所有権等に関するすべての権利は協議会（別府市・由布市）に帰属するものとし、最

優秀賞受賞者は当該作品に関し著作者人格権を行使しないものとします。なお、受賞作品

に関する権利については、最優秀賞受賞者から、別途確認書をご提出いただく場合があり

ます（その際、最優秀賞受賞者が未成年者の場合は親権者の同意書をご提出いただきま

す。） 

（６） 応募作品を提出後に修正することはできません。 

（７） 応募作品画像の条件については、以下のとおりです。 

 ・ファイル形式：JPG、PNG、PDFのいずれか 

 ・ファイルサイズ：１ファイルにつき５MB以内 

 ・ファイル名に「氏名_カタカナ」を入れてください。 （例：山田太郎_ヤマダタロウ.ｊｐｇ） 

（８） ロゴマークはカラーとし、単色やモノクロでの使用や拡大・縮小での使用されること

を考慮したデザインとしてください。 

（９） 応募の際の下地は白色としてください。ただし、広報媒体での使用にあたっては、他

の色が下地となる場合があります。 

（１０） デザインの中に既存のキャラクターやロゴマークを含めないでください。 

（１１） 作品原本は、応募後も、最優秀賞受賞作品の発表まで保存しておいてください。 

 

８ 審査基準 

(1) 本募集要項「１趣旨・目的」を踏まえたロゴマークであること 

(2) 別府・湯布院大温泉郷を印象付けるロゴマークであること 

(3) 別府・湯布院の魅力をアピールできるロゴマークであること 

(4) 別府・湯布院大温泉郷のロゴマークとして、広報活動等に活用しやすいこと 

 

 



９ 選考方法・結果発表 

(1) 選考方法 

別府由布観光連携協議会により編成された審査委員会によって最優秀賞を決定します。 

(2) 結果発表 

・選考結果は、令和８年（202６年）６月中旬（予定）に受賞者本人に通知のうえ、令和８年

（202６年）６月下旬に発表します。 

・受賞されなかった方への通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

・選考過程や選考結果、選考理由についてのお問い合わせには対応できませんので、あら

かじめご了承ください。 

 

10 表彰 

最優秀賞：ロゴマーク １点 賞状、副賞として、ペア宿泊券（２泊分） 

※宿泊は、指定の施設にて別府市・由布市内にてそれぞれ１泊。 

 （それぞれ１泊でもご利用いただけます。） 

 

11 個人情報の取り扱いについて 

（１） 応募作品に係る個人情報については、応募内容の確認、作品の審査・発表、受賞者へ

の通知・表彰以外の目的で使用することはありません。 

（２）最優秀賞受賞作品については、受賞者の氏名や年齢、住所（市町村名まで）等を公表し

ます。 

 

12 応募等に関する注意事項 

（１） 以下の応募は選考対象とはなりません。また、選考結果発表後に受賞を取り消すこと

があります。 

・公序良俗に反する場合 

・応募内容に虚偽の記載があった場合 

・受賞作品が既発表のものと同一もしくは類似の場合 

・第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれがある場合 

・本募集要項に違反した応募がされた場合 

(2) 募集要項に記載された事項については、当協議会の判断により、今後、変更または追

加することがあります。 

(3) 応募をもって募集要項に同意いただいたものとみなします。 



（４） 応募に関するお問い合わせはメールのみとします。 

   ※お電話でのお問い合わせは受付けておりません。 

 

13 お問い合わせ先 

別府由布観光連携協議会事務局 

（別府市役所 観光課内） 

〒874-8511大分県別府市上野口町１番15号 

メールアドレス：tou-te@city.beppu.lg.jp 

（由布市役所 商工観光課内） 

〒８７９－５４９８大分県由布市庄内町柿原３０２番地 

メールアドレス：shoko@city.yufu.lg.jp 

 

  

mailto:tou-te@city.beppu.lg.jp


≪別添資料≫ 

 

別府市・由布市 連携協定締結について 

 

 

1. 連携協定名 

～The Onsen Capital of the World～ 世界一の保養・大温泉郷協定 

 

2．協定趣旨・目的 

国内有数の温泉観光地である大分県別府市および由布市が、国内外の観光客誘致に資す

るプロモーション事業および企画事業等を共同にて実施し、世界一の温泉観光都市として

発展することを目的とする。 

 

3．目標 

・広域エリアの共通コンセプトに基づく、魅力的な地域ブランド力を創出する。 

・共同でのプロモーション、誘致活動および相互の情報発信を行う。 

・両市が持つ特有の観光資源による、地域内での周遊型・滞在型観光を推進する。 

・大分県および九州全域への観光による経済波及効果を向上させる。 

 

4．事業内容案 

（１）インバウンド客誘致事業 

・海外の富裕層をメインターゲットとした、広域観光に資するツアーの造成、販売及びプロ

モーション 

（２）国内客誘致事業 

・首都圏を主とする国内客の誘致・誘客に向けたプロモーション 

（３）その他連携事業 

・持続可能な交通体系の整備促進 

・WEBサイト等を活用した相互の情報発信 



【募集要項Q&A】 

Q1.受賞作品は、どのように使用されますか？ 

A1.チラシやポスター、のぼりなどの広報物やオリジナルグッズ、記念事業の告知物や看板

など広く活用されます。 

 

Q2.誰が応募できますか？別府市由布市にゆかりがある人とは、どのような人ですか？ 

A2.両市内にお住まいの方、通勤・通学している方、出身の方はもちろん、両市を訪れて大

好きになった方、興味があってこれから訪れたいと思っている方等、別府・由布（湯布院）

に対する思いやエピソードがある方も応募できます。年齢、住所、プロ・アマは問わず、個

人の方が応募できます。 

 

Q3.手描きでも応募できますか？ 

A3.応募できます。手書きした作品をデジタルデータに変換して応募フォームから応募し

てください。 

 

Q4.パソコン等で作成したロゴマーク作品は応募できますか？ 

A4.応募できます。 

以下の通りにデータ化して、応募フォームから応募してください。 

・ファイル形式：JPG、PNG、PDFのいずれか 

・ファイルサイズ：１ファイルにつき５MB以内 

・ファイル名に「氏名_カタカナ」を入れてください。 （例：山田太郎_ヤマダタロウ.ｊｐｇ） 

 

Q5.応募先に作品を持って行ってもよいですか？ 

A5.申し訳ありませんが、持参による応募は受け付けておりません。 

 

Q６.自分の作品が最優秀賞を受賞した場合、自分でオリジナルグッズを販売することはで

きますか？ 

A６.できません。受賞作品のすべての権利は、協議会（別府市・由布市）に帰属し、別府・湯

布院大温泉郷事業の広報やイベント等で使用されます。 

その他のお問い合わせについては、以下までご連絡ください。 

 

Q7.応募要件や方法などについて聞きたいのですが、電話でもよいですか？ 

A7.申し訳ありませんが、電話によるお問い合わせは受け付けておりませんので、メール

にてお問い合わせください。 



＜お問い合わせ先＞ 

別府由布観光連携協議会事務局 

（別府市役所 観光課内） 

〒874-8511大分県別府市上野口町１番15号 

メールアドレス：tou-te@city.beppu.lg.jp 

（由布市役所 商工観光課内） 

〒８７９－５４９８大分県由布市庄内町柿原３０２番地 

メールアドレス：shoko@city.yufu.lg.jp 
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